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規 則

高知県介護福祉士等修学資金貸与条例施行規則の一部を改正す

る規則をここに公布する。

平成27年 4月 1日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第36号

高知県介護福祉士等修学資金貸与条例施行規則の一部を

改正する規則

高知県介護福祉士等修学資金貸与条例施行規則（平成 5年高知

県規則第39号）の一部を次のように改正する。

第 2条第 1項第 7号中「及び同法第53条第 1項に規定する指定

介護予防サービス（以下この項において「指定介護予防サービ

ス」という。）に該当する同法第 8条の 2第 2項に規定する介護

予防訪問介護」を削り、同項第19号を同項第21号とし、同項第16

号から第18号までを 2号ずつ繰り下げ、同項第15号中「第 8条の

2第17項」を「第 8条の 2第15項」に改め、同号を同項第17号と

し、同項第14号中「第 8条の 2第16項」を「第 8条の 2第14項」

に改め、同号を同項第16号とし、同項第13号中「第 8条の 2第15

項」を「第 8条の 2第13項」に改め、同号を同項第15号とし、同

項第12号中「第 8 条の 2 第11項」を「第 8 条の 2 第 9 項」に改

め、同号を同項第14号とし、同項第11号を同項第13号とし、同項

第10号中「第 8条の 2第 8項」を「第 8条の 2第 6項」に、「第

8条の 2第10項」を「第 8条の 2第 8項」に改め、同号を同項第

12号とし、同号の前に次の 1号を加える。

(11)　旧指定介護予防サービスに該当する旧介護保険法第 8条

の 2第 7項に規定する介護予防通所介護を行う施設（老人福

祉法第20条の 2の 2に規定する老人デイサービスセンターを

除く。）

第 2条第 1項第 9号中「若しくは指定介護予防サービスに該当

する同法第 8 条の 2 第 7 項に規定する介護予防通所介護」を削

り、「第 8条の 2第 9項」を「第 8条の 2第 7項」に改め、同号

を同項第10号とし、同項第 8 号中「指定介護予防サービス」を

「同法第53条第 1項に規定する指定介護予防サービス（以下この

項において「指定介護予防サービス」という。）」に、「第 8条

の 2第 3項」を「第 8条の 2第 2項」に改め、同号を同項第 9号

とし、同項第 7号の次に次の 1号を加える。

( 8 )　地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するた

めの関係法律の整備等に関する法律（平成26年法律第83号）

附則第11条又は第14条第 2項の規定によりなおその効力を有

するものとされた同法第 5条の規定による改正前の介護保険

法（以下この項において「旧介護保険法」という。）第53条

第 1 項に規定する指定介護予防サービス（第11号において

「旧指定介護予防サービス」という。）に該当する旧介護保

険法第 8条の 2第 2項に規定する介護予防訪問介護

附　則

この規則は、公布の日から施行する。

公営企業局管理規程

高知県公営企業局職員就業規程の一部を改正する規程を次のよ

うに定める。

平成27年 4月 1日

高知県公営企業局長　門田　純一

高知県公営企業局管理規程第 4号

高知県公営企業局職員就業規程の一部を改正する規程

高知県公営企業局職員就業規程（昭和28年高知県電気局管理規

程第 8号）の一部を次のように改正する。

第 6条第 7項中「次のとおり」を「次の表に定めるとおり」に

改め、同条第 9項中「適当と」を「適当であると」に改め、同条

第10項中「次のとおり」を「次の表に定めるとおり」に改め、同

項ただし書中「必要と」を「必要があると」に改め、同項の表を

次のように改める。

第11条第 1項第 2号中「児童福祉法施行規則（昭和23年厚生省

令第11号）第19条第 3号に掲げる事業」を「同条第14項及び児童

福祉法施行規則（昭和23年厚生省令第11号）第 1条の32の 4に規

定する子育て援助活動支援事業」に、「保護者等相互援助事業」

を「子育て援助活動支援事業」に改める。

第24条第 3号中「必要と」を「必要があると」に改める。

第30条第 1項の表 1の項から11の項まで、13の項及び14の項中

「必要と」を「必要があると」に改め、同表15の項中「 1 日 2

回」を「 1回につき45分ずつ又は 1回につき30分及び60分の 1日

2回」に、「）を含む。）　 1回45分」を「）を含む。）」に改

め、同表16の項から21の項までの規定中「必要と」を「必要があ

ると」に改める。

第32条第 2項中「必要と認められる」を「必要があると認めら

れる」に改める。

第36条第 1 項第 3 号中「必要と」を「必要があると」に改め

る。

第47条第 2項中「必要と」を「必要があると」に改め、同条第

4項中「定めるもののほか、」を「定めるもののほか、公営企業

局長が」に改める。

附　則

この規程は、平成27年 4月 1日から施行する。

高知県公営企業局職員の給与の支給等に関する規程の一部を改

正する規程を次のように定める。

平成27年 4月 1日

高知県公営企業局長　門田　純一

区分

深夜勤

日勤

準夜勤

長日勤

長夜勤

1日

遅出

半日

始業時刻

午前零時30分

午前 8時30分

午後零時15分

午前 8時30分

午前 8時30分

午後 1時

午後 1時

午後 4時30分

午前 8時30分

午後 8時30分

終業時刻

午前 9時15分

午後 5時15分

午後 9時

午後零時15分

午後零時30分

午後 4時45分

午後 5時

午前 1時15分

午後 9時

午前 9時15分
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高知県公営企業局管理規程第 5号

高知県公営企業局職員の給与の支給等に関する規程の一

部を改正する規程

高知県公営企業局職員の給与の支給等に関する規程（昭和42年

高知県企業局管理規程第 2号）の一部を次のように改正する。

第 4条第 1項の表中

「参事　　　」

を

「参事

企業技術監」

に改める。

第 9条第 1項の表を次のように改める。

第20条第 2項の表中

「病院の部長　　　」

を

「病院の部長

病院のセンター長」

に改める。

附　則

この規程は、平成27年 4月 1日から施行する。

高知県公営企業局組織規程の一部を改正する規程を次のように

定める。

平成27年 4月 1日

高知県公営企業局長　門田　純一

高知県公営企業局管理規程第 6号

高知県公営企業局組織規程の一部を改正する規程

高知県公営企業局組織規程（昭和43年高知県企業局管理規程第

2号）の一部を次のように改正する。

第 1条中「組織について」を「組織に関し」に改める。

第 5条第 1項中「次の部」を「次の部及びセンター」に改め、

同項の表中

に改める。

第 9条第11項を次のように改める。

11　あき総合病院の経営事業部経営事業課及び病院総合医養成セ

ンターの分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

( 1 )　経営事業部経営事業課の分掌事務

ア　院内の事務の連絡調整に関すること。

イ　職員の身分取扱い及び労務に関すること。

ウ　公印の保管に関すること。

エ　文書の審査、収受、発送、編さん及び保存に関するこ

と。

オ　職員の衛生管理及び福利厚生に関すること。

カ　労務者の雇用に関すること。

キ　予算及び決算に関すること。

ク　出納その他会計事務に関すること。

ケ　院内の取締りに関すること。

コ　資産の取得及び管理に関すること。

サ　営繕に関すること。

シ　院内の保清、光熱管理等に関すること。

ス　医療関係法規に基づく諸手続に関すること。

セ　病院施設の整備及び改築に関すること。

ソ　貯蔵品の購入、出納及び処分（薬品の出納を除く。）に

関すること。

タ　給食業務に関すること。

チ　患者の受付並びに入退院及び転室に係る事務に関するこ

と。

ツ　医療費の調定及び請求に関すること。

テ　医事に関する統計及び調査事務に関すること。

ト　診療契約に関すること。

ナ　診療記録の整理保管及び診療情報の開示に関すること。

ニ　患者相談業務に関すること。

ヌ　経営健全化計画に関すること。

ネ　医師の支援に関すること。

ノ　他の部の主管に属しないこと。

( 2 )　病院総合医養成センターの分掌事務

総合医の養成に関すること。

第 9条第12項第 2号ヒを同号フとし、同号ハの次に次のように

加える。

ヒ　医師の支援に関すること。

第14条の表中

勤務 1回当たりの深夜における勤務時間

全部

一部 4時間以上 7時間未満

2時間以上 4時間未満

2時間未満

部名

部及びセンター

名

経営事業部

課長

部長

企業技術監

課長

部長

センター長

経営事業部

病院総合医養成

センター

」

」

」

」

」

」

」

」

を

を

に、

「

「

「

「

「

「

を

を

に、「総合調整事務に従事し」を「総合調整の事務に従事すると

ともに」に、「専門的事務又は技術」を「専門的な事務又は技

術」に、

に改める。

第15条中「次の表のとおり」を「次の表に定めるとおり」に改

める。

第16条第 1項の表中「次長」を「次長　企業技術監」に改め、

「

金額

6,800円

3,300円

2,900円

2,000円

科、室及び課名

科、室及び課名

経営事業課

課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督

する。

科の事務を掌理し、所属職員を指揮監督

する。

電気事業及び工業用水道事業に係る総合

調整及び技術管理に関する事務を掌理

し、当該事務に従事する職員を指揮監督

する。

課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督

する。

科の事務を掌理し、所属職員を指揮監督

する。

センターの事務を掌理し、所属職員を指

揮監督する。

経営事業課

「
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に改め、同条第 3項中「技師」を「技師、専門員」に改める。

附　則

この規程は、平成27年 4月 1日から施行する。

高知県公営企業局事務処理規程の一部を改正する規程を次のよ

うに定める。

平成27年 4月 1日

高知県公営企業局長　門田　純一

高知県公営企業局管理規程第 7号

高知県公営企業局事務処理規程の一部を改正する規程

高知県公営企業局事務処理規程（平成 8年高知県企業局管理規

程第 4号）の一部を次のように改正する。

第 3条第 2項中「企画監」を「企業技術監又は企画監」に改め

る。

第13条第 1項の表中

同条第 2項の表中 この規程は、平成27年 4月 1日から施行する。

病院事業に従事する企業職員宿舎規程の一部を改正する規程を

次のように定める。

平成27年 4月 1日

高知県公営企業局長　門田　純一

高知県公営企業局管理規程第 8号

病院事業に従事する企業職員宿舎規程の一部を改正する

規程

病院事業に従事する企業職員宿舎規程（平成19年高知県公営企

業局管理規程第26号）の一部を次のように改正する。

第 1条中「宿舎について」を「宿舎に関し」に改める。

第 3条の見出しを「（宿舎の種類）」に改める。

第 6条の見出しを「（有料宿舎の使用料の額）」に改め、同条

第 1項中「別表に掲げる住宅の建築後の経過年数の区分に応じ、

住宅の構造ごとに同表」を「当該住宅の建築後の経過年数に応じ

て、住宅の構造によって別表」に改め、同項ただし書を次のよう

に改める。

ただし、当該額に10円未満の端数を生じたときは、当該端数

を切り捨てるものとする。

第 6 条第 4 項中「があるときは、これを」を「を生じたとき

は、当該端数を」に改め、同条第 5項中「第 1項」を「第 1項か

ら前項まで」に、「これを切り捨てた面積」を「当該端数を切り

捨てた面積」に、「があるときは、これを切り捨てた額とす

る。）を加算した」を「を生じたときは、当該端数を切り捨てる

ものとする。）を加算して得た」に改め、同条第 6項中「宿舎」

を「有料宿舎」に改める。

第 7条中「当該」を削る。

第 8条中「当月分の」を「当月分の第 6条の規定による」に改

める。

第10条中「公営企業局長は、」を「公営企業局長は、前条の規

定により」に、「当該申請者に対して」を「当該申請をした者に

対して、」に、「交付する」を「交付するものとする」に改め

る。

第11条中「公営企業局長は、」を「公営企業局長は、前条の規

定により」に、「10日以内」を「10日以内に当該宿舎」に、「こ

れを」を「、これを」に改める。

第12条中「公営企業局長は、」を「公営企業局長は、第10条の

規定により」に、「入居しないとき」を「当該宿舎に入居しない

とき」に改める。

第13条中「宿舎の設置」を「当該宿舎の設置」に改める。

第14条中「その他」を「その他当該」に改める。

第15条の見出し中「宿舎に居住する者」を「居住者」に改め、

同条第 1号中「注意を怠らず」を「注意をもって」に改め、同条

第 2号中「承認のあった日」を「承認の日」に改め、「指定され

た」を削り、同条第 6号中「その滅失」を「当該滅失」に、「こ

れを」を「当該宿舎を」に改め、同条第 7 号中「場合において

は、公営企業局長に 5日前まで」を「場合は、その日の 5日前ま

でに公営企業局長」に改める。

第16条第 1項中「その該当することとなったときに」を「その

該当することとなった時において、」に改め、同項ただし書中

「の指定する」を「が指定する」に改め、同項第 3号中「当該宿

舎」を「、当該宿舎」に改め、同項第 4号中「運営の必要に基づ

き」を「運営上の必要があって」に改め、同項に次の 1号を加え

る。

( 5 )　公営企業局において当該宿舎を廃止する必要が生じたた

め、その明渡しを請求されたとき。

第16条第 2項中「事実で」を「事実により」に、「認められる

もの」を「認められる者」に改め、同条第 3項中「及び第 6条」

を削り、「同条に規定する使用料の額」を「第 6条の規定による

使用料の月額」に改め、「の1.5倍に相当する額」を削る。

第17条第 1項中「前条第 1項」を「前条第 1項ただし書」に、

「明渡し期限の翌日から第 6条に規定する使用料の額」を「当該

明渡し期限の翌日から第 6 条の規定による使用料の月額」に、

「徴収する」を「徴収するものとする」に改め、同条第 2項に後

段として次のように加える。

この場合において、同条中「有料宿舎」とあるのは「宿舎」

と、「第 6条の規定による使用料」とあるのは「第17条第 1項

の規定による徴収金」と、「その使用料」とあるのは「その徴

収金」と読み替えるものとする。

別表を次のように改める。

部

次長

次長

企業技術監

部

センター

」

」

」

」

「

「

「

を

に改める。

附　則

「

を

経営事業部長　経営事業部次長　診療

部長　主任部長　副診療部長　看護部

長　副看護部長　看護長　副看護長

主務課長

企画監（担当する事

務に限る。）

主務課長

企画監（担当する事

務に限る。）

主務課長

経営事業部長　経営事業部次長　診療

部長　主任部長　副診療部長　看護部

長　副看護部長　看護長　副看護長

センター長
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44備考　 1　この表において「構造」とは、住宅の主体部分の構造

をいう。

2　この表において「経過年数」は、毎年 4月 1日現在で

決定するものとし、 1年未満の端数があるときは、当該

端数を切り捨てるものとする。ただし、住宅の増築、改

築等により他の住宅との均衡上経過年数を調整する必要

が生じたときは、公営企業局長が別に定めるところによ

り当該住宅の経過年数を決定するものとする。

附　則

この規程は、平成27年 4月 1日から施行する。

別表（第 6条関係）

構造

経過年数

4年以下

5年以上 9年以下

10年以上14年以下

15年以上19年以下

20年以上24年以下

25年以上29年以下

30年以上34年以下

35年以上39年以下

40年以上

木造

255円

190円

145円

116円

80円

54円

48円

48円

48円

非木造

255円

234円

210円

187円

169円

152円

136円

122円

113円
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55

高知県公営企業局病院事業財務規程の一部を改正する規程を次のように定める。

平成27年 4月 1日

高知県公営企業局長　門田　純一

高知県公営企業局管理規程第 9号

高知県公営企業局病院事業財務規程の一部を改正する規程

高知県公営企業局病院事業財務規程（平成19年高知県公営企業局管理規程第28号）の一部を次の

ように改正する。

第12条第 8号中「（別記第25号様式（その 2））」を「（別記第25号様式）」に改める。

第19条中「本局病院勘定通知書（別記第25号様式（その 1））により行なわなければ」を「支出

負担行為決議書兼支出命令書兼付替調書（別記第22号様式）又は付替調書（別記第25号様式）によ

り行わなければ」に改める。

別表第 1資産勘定の表中

別記第22号様式中「第12条」を「第12条、第19条」に改める。

別記第25号様式を次のように改める。

繰延資産

「

「

「

「

を

に、

を

に改める。

」

」

」

」

投資

投資その他の資産

長期前払消費税

投資有価証券

長期貸付金

貸倒引当金

出資金

基金

その他投資

投資有価証券

長期貸付金

貸倒引当金

出資金

基金

長期前払消費税

その他投資

その他仮払金

その他仮払金
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第25号様式（第12条、第19条関係） 

年度 № 

執行決裁 局長 次長 課長 課長補佐 チーフ 係 起案者 

       

 

出納欄 企業出納員   出納員    

       

 

付替調書 

執行機関  

起票日  

付替日  

予算執行  

資金振替区分  

付替区分  

科目 
（款） （項） 
（目） （節） 
（細節） 

消費税区分  ％ 

発生科目  

取引先  

摘要  

合計金額 円 

送信要否  

内訳表 

№ 付替先 金額 

  円 

  円 

  円 

  円 

  円 

  円 

  円 

  円 

  円 

  円 

  円 

  円 

  円 

  円 

  円 

  円 

  円 

  円 

  円 

  円 

 

附　則

この規程は、平成27年 4月 1日から施行する。
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